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1．研究の背景と目的

日本国内の在留外国人が増加の一途をたどっている。2018年末の在留外国人数は，
2,731,093人で，前年比6.6％増となり，過去最高を記録した。 5 年前と比較すると24.3％

（約66万人）増となっている（法務省 2019）。
このような状況に加え，政府は，外国人労働者受け入れ拡大を目指す改正出入国管理

法に基づき，2019年 4 月に新在留資格「特定技能」を創設した（外務省 2019a）。これ
により，在留外国人が今後も増加し続けることは間違いない。

増加する在留外国人に対して早急に対応しなければならないのが「ことばの問題」で
ある。2019年 6 月21日，在留外国人への日本語教育の充実を促す「日本語教育推進基本
法」（文化庁 2019）が参院本会議で可決，成立した。そこには，国や自治体には日本語
教育を進める責務，企業には雇用する外国人に日本語教育の機会を提供する責務がある
と明記された。しかし，具体的な取り組みについては何も決定していない。　

では，日本語教育を必要としている在留外国人に対する日本語教育はどのような状況
だろうか。上述した在留外国人数のうち，12.3％は留学生である（法務省 2019）。留学
生が高等教育機関や日本語教育機関において日本語学習の機会を得ていることは明白で
あるが，その他の外国人はどうだろう。

留学生以外の在留外国人について宮崎（2016）は，「高い日本語力を有する在留外
国人もいるが，一方で，不十分な能力のために不便な生活を強いられる外国人もおり，
様々なインターアクション問題を抱えていることが予想される」（p.38）と述べている。
このような外国人が日本語教育を受ける場には，小中高校における日本語教室，地域の
ボランティア教室，日本語フリースクールなどがあるが，その他に「公立中学校夜間学
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級（以下，夜間中学）」が挙げられる。
夜間中学は，様々な理由で義務教育を修了できなかった人たちが学ぶ場で，現在， 9

都府県27市の33校に設置されている。最近では，不登校などの理由で十分に中学校に通
えなかった人たちの「学び直しの場」としても期待され，注目されている。

夜間中学には，近年大きな動きがあった。2016年12月 7 日，「義務教育の段階におけ
る普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（文部科学省 2016，以下「義
務教育機会確保法」）が成立し（施行2017年 2 月14日），この法律に基づいて文部科学大
臣が策定した「基本指針」（文部科学省 2017a，「義務教育の段階における普通教育に相
当する教育の機会の確保等に関する基本指針」）が2017年 3 月31日に発表され，夜間中
学は，初めて法的に認められた。その後政府は，2019年 1 月に，2022年度までに全都道
府県への夜間中学設置を目指す方針を固めた（読売新聞 2019）。

このように，夜間中学に対する新しい政策などが発表されたため，最近ではメディア
に取り上げられることも増え，夜間中学に外国人が在籍していることも報道されている
が，それでも在籍者数の80％以上が外国人で，そこで日本語教育が行われていることに
ついては，あまり注目されていない。更に，現場で日本語教育を行っているのが，公立
中学校の教科の教師で，日本語教育関係者ではないこともほとんど知られていないであ
ろう。

在留外国人の増加に伴い，夜間中学における日本語教育の必要性は，今後ますます高
まると思われる。筆者は，現在の夜間中学における日本語教育には改善の余地があり，
夜間中学は，日本語教育にさらに力を入れるべきであると考える。

宮崎（2016）は，「アウトリーチ型日本語教育」の現場の一つとして夜間中学におけ
る日本語教育の重要性を主張する。「アウトリーチ」とは「外へ（out）手を差しのべる

（reach）」（宮崎2016：38）という意味で，日本語学習機会に乏しい外国人学習者に対し，
日本語教育関係者が出向く形で訪問し，問題解決する方法である。現在，日本語教育関
係者が存在していない夜間中学に，日本語教育関係者が関与するべき時が来ているので
はないか。そしてその際，日本語教育関係者には，夜間中学自体も様々な問題を抱えて
いること，それが夜間中学における日本語教育に影響を及ぼしていることなどを把握し
ておくことが求められると思われる。やがて訪れるであろうその時のためにも，夜間中
学および夜間中学における日本語教育に関する研究を随時更新していくべきである。

本稿は，夜間中学および夜間中学における日本語教育の現状と課題を，現場の教師な
どへのインタビューと日本語授業の参与観察から明らかにすることを目的とする。

2 ．夜間中学について

本章では，第65回全国夜間中学校研究大会事務局（2019），学びリンク（2016），文部
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科学省（2017b），関本（2016），大多和（2017）を参照し，夜間中学および夜間中学に
おける日本語教育の概要を述べる。

2 ． 1 　夜間中学の概要

夜間中学とは，市町村が設置する中学校において，夜の時間帯に授業が行われる公立
中学校の夜間学級のことである。文部科学省（2017b）は，「戦後の混乱の中で，生活
困窮などの理由から昼間に就労または家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒が多くい
たことから，それらの生徒に義務教育の機会を提供することを目的として，昭和20年代
初頭に設けられたもの」「現在では，義務教育未修了の学齢超過者や，外国人等で日本
語の学習を希望する者を中心に教育を行っている」と定義している。公立中学校である
から，所定の課程を修めれば，中学校の卒業資格が得られる。在籍年数は厳密には決め
られていないが，若年層は 2 年間で卒業するケースが多く，高齢学習者は，関東では 5
年間，関西では 9 年間まで在籍できるとする学校が多い。

夜間中学の入学資格は，各夜間中学や自治体によって多少の違いがあるが，概ね次の
通りである。

・小学校，中学校を卒業していない（十分に通えなかった）
・夜間中学のある地域に住んでいる（または働いている）
・学齢期（中学校に通う年齢：13～15歳）を超えている

なお，「十分に通えなかった」者を夜間中学関係者は「学び直しの生徒」「既卒者」「形
式卒業者」と呼ぶ。形式卒業者とは，「様々な事情からほとんど学校に通えず，実質的
に十分な教育を受けられないまま学校等の配慮により中学校を卒業した者」（文部科学
省 2015）を指す。

2019年 9 月現在，夜間中学で学んでいる生徒は，全国で1,742人おり，その約83％に
あたる1,439人が外国籍の生徒である。生徒を国籍別に見ると，多い順に中国（24.7％），
日本（17.4％）ネパール（15.6％），引揚者とベトナム（ 8 ％）となっている。東京都の
夜間中学においては，ネパール（32％），中国（27.6％）日本（15.9％）の順である。生
徒の出身国の割合は，地方によって異なりが見られる。

在籍生徒の中で，どの生徒が日本語教育を必要としているかは，国籍だけでは判断で
きない。外国籍の生徒でも，滞在期間が長く特別な日本語教育を必要としない生徒がい
る一方で，日本国籍でも日本語教育が必要な生徒がいるからである。正確な数字は示さ
れていないが，相当数の生徒が日本語教育支援を必要としていると考えられる。そこで，
夜間中学では，日本語学級を設置したり「取り出し授業」をしたりといった工夫をして
日本語教育に当たっている。「取り出し授業」とは，一部の生徒に対して，在籍学級の



88

授業中，別室で彼らに合わせた指導を行うことである。東京都の夜間中学5校には日本
語学級が設置され，教科教育の準備として日本語教育が行われている。教科教育のみを
行う学級を，日本語学級に対して普通学級または通常学級と呼ぶ。

夜間中学の授業は，ほとんどの学校で午後 5 時半頃から午後 9 時頃まで行われる。 1
限は40分間で，一日 4 限の授業が行われ， 2 限と 3 限の間には「給食」の時間がある。
授業後には，学活，清掃，部活動の時間が設けられている。学校行事も公立中学校とほ
ぼ同様で，球技大会，体育大会，文化祭，移動教室，修学旅行などが行われている。

日本語学級および普通学級の時間割例は次の通りである。

表 1　日本語学級の時間割例
時限 時間 月 火 水 木 金

5：25～5：30 【学活】
1 5：30～6：10 日本語 漢字 技術 音楽 会話
2 6：15～6：55 日本語 漢字 日本語 日本語 日本語

6：55～7；25 【給食】
3 7：25～8：05 日本語 日本語 体育 日本語 日本語
4 8：10～8：50 日本語 美術 日本語 日本語 学活

8：50～9：00 【学活】
9：00～9：10 【清掃】

（東京都夜間中学Ｌ校の時間割を参照し，筆者作成）

表 2　普通学級の時間割例
時限 時間 月 火 水 木 金

5：25～5：30 【学活】
1 5：30～6：10 社会 国語 美術 数学 英語
2 6：15～6：55 英語 理科 数学 英語 理科

6：55～7；25 【給食】
3 7：25～8：05 国語 体育 国語 音楽 数学
4 8：10～8：50 国語 社会 社会 家庭 道徳

8：50～9：00 【学活】
9：00～9：10 【清掃】

（東京都夜間中学Ｌ校の時間割を参照し，筆者作成）

夜間中学の 6 年間の生徒数を見てみると，2014年1,951人，2015年1,825人，2016年
1,860人，2017年1,826人，2018年1,698人，2019年1,742人である。2017年度から2018年度
にかけて生徒数を大きく減らしたが，2019年は44人増加している。しかし，これには
2019年 4 月に新設された川口市の夜間中学の生徒数78人が含まれているため，既存の夜
間中学の生徒数は減少していることとなる。特に東京都夜間中学は，2018年の353人か
ら2019年は307人と激減しており，関係者が問題視している。
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2 ． 2 　夜間中学における日本語教育

夜間中学は1947年大阪で始まったとされる。夜間中学における日本語教育は，1965年
の「日韓基本条約」締結後に韓国からの引揚者が夜間中学に入学するようになって開始
された。そして，1971年に東京の夜間中学 3 校に「日本語学級」が開設された。日本語
学級がない学校でも，日本語教育は行われており，そのどちらも，日本語指導はその公
立中学校の教員である夜間中学の教師が担当し，彼らは，自身の担当教科指導と日本語
指導を並行して行っている。

まず，日本語学級が設置されている夜間中学について述べる。
現在，東京都 8 校の夜間中学のうち5校に日本語学級が設置されている。日本語学級

が設置されている夜間中学に入学した生徒は，日本語のレベルに応じて日本語学級に入
級する。生徒が日本語学級に在籍できるのは原則半年から 1 年である。そこで学ぶ教
科は「日本語」「漢字」のほかに，「体育」「美術」「技術・家庭」「音楽」である。 2 年
目以降は，普通学級に進級し，中学校学習指導要領で定められている「国語・社会・数
学・理科・音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語」の教科の授業を受けるが，進級
後も，補講のような形で日本語指導を継続する場合がある。

次に，日本語学級が設置されていない夜間中学についてであるが，日本語学級設置校
とほぼ同様に，独自に「日本語クラス」を設けている学校もある。また，国語と社会な
どの授業時間に「取り出し」を行い，日本語指導を行うなどの対応をしている場合もあ
る。この場合，他の社会や理科・数学といった教科の授業は，日本人または日本語での
教科学習に支障のない生徒と，日本語能力が十分でない生徒とが同じクラスで学ぶこと
となり，問題も起きている。

夜間中学の教師は，自ら希望して夜間中学に異動する場合とそうでない場合がある。
自ら希望した場合は，夜間中学で日本語を担当する可能性について予想していると考え
られるが，期せずして日本語指導に携わることとなり，戸惑う教師もいるという。日本
語教育に携わる際の教師研修については5.4にて述べる。

夜間中学で行われている日本語教育の位置づけは，あくまで中学校教育課程の教科教
育を行うための準備としての学習である。生徒の 8 割以上が外国籍で日本語教育を必要
としていても，本来夜間中学は日本語教育のみを行う場ではない。しかし，ある程度日
本語を習得すると登校しなくなる生徒も一定数いるといい，外部からは「無料の日本語
学校」との声も聞かれる。また，教科学習に進みたい生徒にとっては，半年から 1 年の
日本語学習で教科の授業を理解することは困難であると思われ，これも夜間中学におけ
る日本語教育の大きな課題である。
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3 ．先行研究

まず，夜間中学研究者による先行研究について述べる。この先行研究には，夜間中学
の成り立ちや歴史，存在意義や役割，法制度上の不安定さ，今後の課題を扱ったものが
多く見られる。

大多和（2011）は，東京都夜間中学に日本語学級が開設された経緯を明らかにし，日
本語学級開設当初の夜間中学及び日本語学級，日本語学級に在籍する韓国・中国からの
帰国者が抱える問題について言及している。大多和（2017）は，夜間中学設立から1980
年代までを対象として，夜間中学の法制度的位置と学齢超過者が教育を受ける権利をめ
ぐる動向をまとめた。

浅野（2012）は全国の夜間中学及び自主夜間中学の生徒を対象にアンケート調査を行
い，1,150名から回答を得た。その中で，夜間中学の日本語教育については，日本で社
会生活を送るために十分な水準であるとは言えないものの，授業の質は高いが高額な日
本語学校を除けば，夜間中学が現在の日本で最も充実した日本語教育機関であるとして
いる。

近年は，「義務教育機会確保法」の成立と前後して，「義務教育機会確保法」の夜間中
学への影響などを分析する研究が散見される。

江口（2016）は，夜間中学法制化運動の歴史を概観し，「義務教育機会確保法」成立
が夜間中学に与える影響について考察している。

梶原・熊井（2018）は，「義務教育機会確保法」成立後の日本の多様な学びの保障へ
向けての課題を明らかにするため，「フリースクール」「教育支援センター」「夜間中学」
を対象に調査・分析を行った。夜間中学に関し，授業内容は中学校の教育課程よりも日
本語教育に比重が置かれ，教師は，「日本語教師」「ケースワーカー」「ソーシャルワー
カー」に近い役割を一手に引き受けていると述べている。

次に，夜間中学関係者による研究や発信について述べる。これには，夜間中学教師が
自らの実践や生徒との授業を振り返ったものや，夜間中学生徒からの発信がある。

最近では，『月刊社会教育』において夜間中学をテーマにしたレポートがシリーズ化
され，2016年 4 月号から2017年 3 月まで全12回連載された。その中には，元夜間中学教
師が夜間中学および自らが制作した日本語教材を紹介し，教材開発の重要性を訴えたも
の（関本 2016）や，漢字指導の経験を紹介するもの（見城 2016b），社会に広く夜間中
学を知ってもらうことの必要性を述べたもの（中川 2016），夜間中学における日本語教
育の意義と，学習者を主体とした教育の確立を訴えたもの（澤井 2017）などがある。

また，関本（2010）は2010年の日本語教育学会に登壇し，夜間中学と日本語教育の連
携について，日本語教育関係者と夜間中学関係者との交流と，日常的な指導の在り方へ
の示唆・研修会の推進を提案している。
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最後に，夜間中学における日本語教育に関する先行研究について述べる。夜間中学に
おける日本語教育に関する研究は，主に早稲田大学大学院日本語教育研究科の宮崎里司
研究室において行われてきた（原田 2003，津花 2004，中野 2004，宮崎 2006，宮崎・
今野 2009，宮崎 2013，宮崎 2016）。これらの研究では，早稲田大学と東京都墨田区と
の産学官連携において日本語教育実践をし，同時に教師や生徒にインタビューを行って
いる。そして，夜間中学における日本語教育の課題として，宮崎（2006）は，在籍生徒
数が安定せず，授業に影響を与えていること，夜間中学教師が，日本語指導以外に生活
指導などで忙殺されていること，教師研修がほとんど行われていないことを挙げている。
宮崎（2016）は，「担当教師には外国籍の日本語支援と生活支援に対する期待に応える
ほどのノウハウがなく，日本語教育の専門性も低い」（p.41）とも述べる。また，奥元

（2019）は夜間中学における日本語授業の課題として，生徒の生活場面を想定した生徒
同士のインターアクションの機会がないことなどを指摘している。

宮崎研究室の研究とは別の観点から，野山（2017）は，夜間中学の日本語教育におい
て，日本語教育の専門家には「学校型日本語教育」にとどまらず，「社会型日本語教育」
も意識し，日本語教育の基礎的な知識や実践能力だけでなく，地域の特性を生かした日
本語教育能力が求められているとした。そして，夜間中学における日本語教育は，「共
生政策の一環として自治体が中心となり市民と協働で取り組んでいくべき大切な事業と
いえる」（p.32）と述べている。

以上，先行研究を概観したが，日本語教育関係者の視点から夜間中学の課題に踏み込
み，夜間中学における日本語教育の課題との関係について考察した研究は，管見の限り
ない。また，現場における参与観察やインタビューによる研究を更新することは，変革
期にある夜間中学の研究としても，今後その役割の必要性が高まるであろう日本語教育
の現場の研究としても，意義があるものと考える。

4 ．研究方法

4 ． 1 　調査協力者

①東京都夜間中学日本語教育担当教師（ 5名）

調査協力者 性別 専門教科 教員歴 夜間中学での指導歴 現在の勤務校
Ａ教諭 女 社会 38年 10年 Ｋ校
Ｂ教諭 女 数学 30年 21年 Ｌ校
Ｃ教諭 男 国語 32年 2 年 Ｌ校
Ｄ教諭 女 英語 非公開 非公開 Ｌ校
Ｅ教諭 男 理科 35年 18年 Ｍ校
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②�元東京都夜間中学日本語教育担当教師・現夜間中学関連の民間団体「夜間中学校と教

育を語る会」（以下，「語る会」）幹部（ 2名）

調査協力者 性別 専門教科 教員歴 夜間中学での指導歴 退職年度
Ｆ元教諭 女 音楽 40年 21年 2011年度
Ｇ元教諭 男 社会 35年 35年 2014年度

③東京都夜間中学卒業生（ 1名）

調査協力者 性別 出身 年齢 夜間中学在籍期間 来日 卒業校
Ｈさん 女 中国 60代 2015年 4 月～2018年 3 月 1980年代 N 校

先行研究では，調査は産学官連携校である東京都墨田区立の夜間中学 1 校において行
われた。しかし，夜間中学関連の勉強会に参加したり，夜間中学関係者と話したりする
うちに，それぞれの夜間中学にそれぞれの教育観や指導方法，問題があることが分かっ
た。そこで，本調査では 3 校 5 名の現役夜間中学教師にインタビューを依頼した。

また，より多角的に夜間中学や夜間中学における日本語教育を捉えるため，本調査で
は，現役教師と生徒（卒業生）の他に，夜間中学退職後，夜間中学関連の民間団体や自
主夜間中学で活動を続けている元教師にも調査を依頼した。

4 ． 2 　調査内容

4． 2． 1　参与観察

筆者は，2018年 5 月から11月にかけて，東京都夜間中学Ｌ校の日本語学級において，
週 1 日， 1 回 2 － 3 時間程度の参与観察を行った。

また，筆者は始業の1時間半前から自習室で待機し，自習に来る生徒の学習支援を
行った。自習室には日本語学級の生徒および普通学級の生徒が訪れた。

4 ． 2 ． 2 　インタビュー調査

調査協力者へのインタビューは，以下の通りに行った。インタビューは許可を得たう
えで録音し，文字化した。

・期間・・・2018年 7 月～11月
・場所・・・夜間中学の空き教室，公共施設の会議室
・形式・・・筆者と調査協力者の 1 対 1 での個別形式，「半構造化インタビュー」
・時間・・・一人 1 時間～ 2 時間程度

4 ． 3 　分析方法

本研究は，佐藤（2008）を援用し，「事例―コードマトリックス」を構築して分析を
行った。「事例―コードマトリックス」は「質的研究が陥りがちな，事例の特殊性にと
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らわれて一般的なパターンを見失ってしまう傾向や少数の事例にもとづく過度の一般化
という傾向を避ける上でも有効な手立てとなる」（p.59）ため，本研究においてこの方
法を採用することとした。

5 ．分析結果と考察

分析の結果抽出されたコードを元に，カテゴリー化した 4 つの項目について明らかに
なったことを示し，考察を行った。 4 つの項目は以下のとおりである。

1 ．夜間中学教師の夜間中学に対する認識
2 ．夜間中学の課題　
3 ．夜間中学教師の日本語教育に対する認識
4 ．夜間中学における日本語教育の実態

5 ． 1 　夜間中学教師の夜間中学に対する認識

夜間中学を表すことばはいくつかある。夜間中学にとって「変化は常態である」（浅
野 2012：142）「夜間中学は社会の諸矛盾の縮図」（埼玉に夜間中学を作る会　川口自主
夜間中学三十周年誌刊行委員会編 2016：62）「夜間中学は（法的に）あってはならず，

（現実には）なくてはならない」（浅野 2012：128）などである。夜間中学が，変化する
時代の流れの中，社会の中で置き去りにされたり，忘れられたりしてきた人々の「教育
のセーフティネット」（山田 2006：81）としての役割を果たしてきたことを意味するこ
とばであろう。

では，現在の夜間中学の教師は，夜間中学に対してどのような認識を持っているのだ
ろうか。

本研究において，夜間中学教師は夜間中学に「教育の原点」を見出し，「使命」を感
じていることが明らかになった。

今回の調査協力者である夜間中学教師は，そのほとんどが中学校昼間部（昼に授業を
行っている通常の中学校）勤務を経験し，希望して夜間中学に赴任している。Ａ教諭は
昼間部での教育について「本当に自分がやりたいことなのか」と自問自答を繰り返して
夜間中学を希望した。そして夜間中学には「本当の学校のあるべき姿が見える」と語る。

「本来の教育の姿がある」（Ｃ教諭）「学校教育の原点がある」（Ｄ教諭）との声もあった。
夜間中学には，設立当初から「昔奪われた勉強の機会を今取り戻す」という意識で通

学している者が一定数存在し，現在もそれは継続している。教師はその生徒の意欲に驚
くという。昼間部の学齢生徒と比較し，その学習意欲の高さを指摘する教師が多い。ま
た，生徒だけでなく，夜間中学教師の意欲の高さについての語りもあった。昼間部の教
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師は授業以外の部分でも多忙を極めている。生徒数も多く，生徒一人一人と向き合う時
間が取れないのが実情である。一人ひとりの生徒としっかりと向き合い，きめ細かい指
導ができる点も，夜間中学に教育の原点があるといわれる所以であろう。見城（2016a）
も「夜間中学のはたしている役割や，ここに学ぶ一人ひとりの姿に『学校とはなにか』

『学校とはどうあるべきか』という確かな答えが息づいている」（p.15）と述べている。
夜間中学教師が，様々な事情で義務教育が受けられなかった人々，海外から来日し

て不自由な思いをしている人々に対して，夜間中学が「人生を切り開く」（Ｂ教諭）場，
「自己を肯定する」（Ｆ元教諭）場，「教育を保障する」（Ｇ元教諭）場であろうとする使
命を感じていることも明らかとなった。

これらの使命は，「今ここにいる」生徒に対する使命であるが，Ｆ元教諭は，「夜間中
学を必要としている人々に夜間中学の存在を知らせる使命」について言及した。筆者は，
今，夜間中学には，この使命を果たすことが特に求められているのではないかと考える。

この「夜間中学に現れない人々に夜間中学の存在を知らせる」ことについて，江口 
（2016）は，「歴史的に見ても常に，夜間中学に入学できた生徒の背後により厳しい状況
にある人の存在があることが指摘され続けてきた」（p.42）と述べている。そして，公
立夜間中学・自主夜間中学に在籍する生徒に行った調査において，「夜間中学で，もっ
とこうしてほしいと思うこと」（p.135）という質問に対する回答として最も多かったの
は，「夜間中学があることを，もっとたくさんの人に知らせてほしい」（p.135）という
ものであった。

この結果について，浅野（2012）は，夜間中学の生徒たちが，夜間中学の存在を知ら
ないまま放置されている人々の存在を日本社会はもっと認識するべきであると主張して
いると述べている。これは，上述の F 元教諭の語りを裏付けるものであるといえよう。

前述のとおり，夜間中学の在籍人数が減少し続けている。その原因を知名度の低さに
あると分析し，そのことについて特に危機感を持って活動しているのが，東京都の夜
間中学現役教師や元教師などで組織される民間団体「夜間中学校と教育を語る会（以下，
語る会）」である。
「語る会」は，2018年にドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」（監督：森康行）を製作

し，2019年10月から2011年 9 月までの予定で「全国夜間中学キャラバン」を敢行している。
これは，「一日も早い全都道府県での最低1校の夜間中学開設」と夜間中学の知名度アップ
を目標に，全都道府県での「こんばんはⅡ」の上映会実施を目指す活動である。筆者もこ
の活動に参加している。2019年11月末現在，既に 6 都道県において計11回上映会が行われ
た。今後17都府県で計25回の上映会が具体的に予定され，検討中の事案も多数ある。
「語る会」の精力的な活動は称賛に値するが，視点を変えれば，それだけ夜間中学の

知名度の低さは深刻であり，在籍者数減少という大きな問題につながっているといえる。
しかし，国や自治体による働きかけは少なく，今後の積極的な取り組みが待たれる。
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5 ． 2 　夜間中学の課題

夜間中学の問題点・課題は，毎年開催される「全国夜間中学校研究大会」の大会資料
に記述がある。東京都夜間中学の問題については，第65回全国夜間中学校研究大会事務
局（2019）に，10代の外国人生徒が複雑な事情を抱えているケースが多く，きめ細かな
対応が必要であること，卒業後の進路が多様化しており，教師が最新の情報を共有し生
徒の進路選択に応える必要があること，そして生徒数の減少が挙げられている。

本研究においては，これらの課題以外に3つの課題が明らかになった。
一つ目は，夜間中学の卒業生へのインタビューから明らかになった「クラス編成」の

課題である。
調査協力者Ｈさんは，中国出身の女性で，結婚を機に来日した。中国で義務教育を終

えていなかったことと日本語を勉強したいとの思いで，60代になってから夜間中学に入
学し，2018年 3 月に卒業している。

インタビューの中でＨさんは 3 回「日本語学校」ということばを使った。「夜間中学
は日本語学校みたい」「夜間中学は日本語学校じゃないんだから」などである。Ｈさんは，
日本語能力が高かったため，入学当初から日本語学級でなく普通学級で学んだが，同じ
クラスには日本語能力の低い外国人が多く在籍していたという。彼らは，日本語で教科
教育を受けるレベルには達しておらず，クラスでは，生徒たちの母語が飛び交い，Ｈさ
ん自身も中国人であるため中国語を使うことが求められ，Ｈさんは自身が望むような教
育が受けられなかった。Ｈさんは，在学中何度か退学を考えたが，担任教師の説得もあ
り，何とか卒業した。

夜間中学は，現在義務教育未修了者や形式卒業者の受け皿として大いに期待される教
育機関である。義務教育を修了したい，もう一度学びたいと決意して夜間中学の門を叩
いた生徒が，上記のような理由で思うような教育が受けられない可能性も考えられる。
また，外国人生徒にとってもこの状況は問題である。外国人生徒に関する部分の問題に
ついては，5.4で詳しく述べるが，日本語能力に合わない学習は，学習効果もなく，精
神的負荷も高いと思われる。夜間中学は，すべての生徒に対して質の高い教育と学習環
境が提供できるように努めるべきである。

二つ目の課題は，夜間中学の「昼間化（ひるまか）」である。「昼間化」とは，本調査
において夜間中学教師から聞かれたことばである。夜間中学が中学校昼間部のように
なっている，という意味で使用している。
「夜間中学は公立の中学校なのだから，（昼間部と同様に）学習指導要領に則った教育

をすべきである」「夜間中学は公立の中学校なのだから，入学条件を満たす生徒を入学
させるべきである」との考えのもとに運営にあたっている例が確実に増えているという
実態が明らかになった。例えば，入学を希望する外国人を積極的には受け入れない事例
や，日本語レベルが低い生徒に対しても日本語教育をほとんど行わず，日本人と同じク
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ラスに入れ，理科や数学の授業を受けさせたり，同様レベルの生徒に対して，昼間部で
使用している道徳の教科書を使った授業を受けさせるといった事例があるという。イン
タビューにおいて，「生徒のニーズに合わせた教育を行うという考えがない管理職が存
在する」との語りもあった。
「夜間中学の昼間化」は，管見の限り先行研究では明らかにされていない事象である

が，梶原・熊井（2018）は，「義務教育機会確保法」の運用は「文部科学省や教育委員
会の裁量にかかる部分が大きく，画一的な学校教育の枠組みに回収されかねない懸念が
残っている」（p.26）と述べており，法制化の負の影響とも捉えられる。

そして，この「昼間化」が生徒の国籍を限定することや，日本語教育への無理解につ
ながっていることは否定できないであろう。「夜間中学は公立の中学校なのだから，（昼
間部と同様に）学習指導要領に則った教育をすべきである」という考え方は，夜間中学
で特別な日本語教育を行わないことが前提となっているからである。

懸念されるのは外国人の排除だけではない。学習指導要領に則ることだけを重視して，
中学校昼間部のような教育を行ったのでは，多様な生徒も排除されかねない。そもそも
夜間中学の良さは，法律や規則にとらわれない自由な教育，生徒のニーズや能力などに
合わせたフレキシブルな教育ができるところにある。これが，昼間部との特筆すべき差
異である。その夜間中学の教育が失われるということは，夜間中学の存在意義が揺らぐ
ということであると考える。また，「昼間化」は現在の生徒数の減少の原因とも思われ，
新設校の教育理念などにも影響を与える可能性がある。夜間中学における「昼間化」は
今後の課題として重要視されるべき事例である。

三つ目の課題は，「多様な生徒に対する受け入れ態勢」である。2015年 7 月から夜間
中学への形式卒業者の入学が認められ，その数が徐々に増えている。彼らの入学は，夜
間中学教師が長年希望してきたことであり，大変喜ばしいことである。しかし，その中
にはメンタルに問題を抱えた生徒が少なからずおり，その生徒に対応できるような態勢
が整っておらず，夜間中学関係者が養護教諭の常駐等を求めていることが明らかとなっ
た。この件については，第65回全国夜間中学校研究大会事務局（2019）においても，夜
間中学各校が養護教諭の配置を求めていることが明らかになっている。また，梶原・
熊井（2018）は，夜間中学教師について，学校教員としての職務を超えた，異質な職務
内容となっており，日本語教師・ケースワーカー・ソーシャルワーカーの役割を同時に
担っていると述べ，その原因を夜間中学の制度上の区分が曖昧なまま放置されているた
めであると述べる。そして形式卒業者の通学が今後増加すると考えられるため，福祉と
の連携を強化し，教員の職務軽減・分担が図られる必要があるとしている。

夜間中学への養護教諭の常駐等の措置を始めとする夜間中学の外部との連携は，早急
な解決が望まれる課題の一つである。
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5 ． 3 　夜間中学教師の日本語教育に対する認識

夜間中学で日本語教育を行うことについて，教師たちはその必要性を認めながら，必
然性に疑問を持っていること，「非専門家」意識を持っていること，さらに日本語教育
を教科教育の準備と捉えるのではなく，基礎教育として捉えている教師がいることが明
らかとなった。

本調査において，教師たちは，「今ここに日本語教育を必要としている生徒がいるか
ら，当然日本語教育をするべきである」（Ｂ教諭），「歴史的に長く必要とされてきたか
ら，日本語教育を行うことは当然である」（Ｅ教諭）と語っている。そして，多くの教
師が「教科教育を行うための日本語教育であるから，夜間中学で行うことは自然であ
る」と述べている。教師たちが一つはっきりと自覚していることは，この「教科教育を
行うための日本語教育である」という点である。

しかし，その一方で教師は「日本語学校に行ける人はそのほうがいい」（Ａ教諭），「現
状としては必要だけれども，戸惑いがあった」（Ｄ教諭），「もともと夜間中学はどこに
も学ぶ場所がない人を緊急に受け入れる場所だった。（中略）それがそのままずっと矛
盾を抱えながら今に至った」（Ｅ教諭）と述べる。さらに「本来は日本語教育は別（の
施設）でちゃんとやるべき。当面はやらざるを得ないが，本当は夜間中学でやるべきこ
とではないと考えている教師も多いのでは」（Ｆ元教諭）との語りもあった。このように，
矛盾や戸惑い，夜間中学以外で日本語教育を行う可能性についても声もあり，夜間中学
で日本語教育を行う必然性に対する疑問を持っていることが明らかとなった。

また，夜間中学の現場で日本語育を行う教師が，日本語教育担当期間の長短に関わら
ず日本語教育を担う者として「非専門家」の意識を持っていることが明らかとなった。
教師たちは，日本語教育について特別な勉強をすることなく，現場での経験の積み重ね
によって日本語教育を行ってきたと語る。そして，資格を持たずに日本語教育をするこ
とについて否定的な意見を述べ，専門家でない教師がそれを担当することに対する疑問
を持っていた。

法律上は，「義務教育機会確保法」に，夜間中学で日本語教育を行うことを認めると
解釈できる文言が盛り込まれた。

・義務教育機会確保法　（基本理念）第三条
　 四　義務教育の段階における普通教育を十分に受けていないものの意思を十分に

尊重しつつ，その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく，その
能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに，その者が，そ
の教育を通じて，社会において自立的に生きる基礎を培い，豊かな人生を送るこ
とができるよう，その教育水準の維持向上が図られるようにすること。（下線筆
者）
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義務教育機会確保法施行後，様々な施策によって後押しされることを望んでいた教師
もいる。しかし，法の施行からまだ日が浅いことや「公立の中学校で日本語教育を行う
こと」に対する疑問が未だぬぐえない中で，「公立中学校の教師である自分たちにとっ
て日本語教育を行うことは本来の仕事ではない」という考えが存在し，「非専門家」と
いう意識を生んでいるのではないか。

このような意識が確認された中で，新たな考え方が夜間中学関係者の中に生まれてい
ることが明らかとなった。Ｆ元教諭は次のように語る。

夜間中学で日本語教育を行うことについては，まだまだ理解されません。公
立でなぜ外国人のためにってね。でも，外国人にも教育保障をしなくちゃいけ
ませんよ。最近，これを，「基礎教育保障だ」っていうのを言う先生も出てき
ました。まだ，少ないですけどね。（中略）夜間中学で行われている日本語教
育について，その部分を日本語教育の関係者の方にお願いするっていう意見も
あるみたいだけど，私は反対です。なぜなら，生徒たちのことばの教育，日本
語教育を含めて夜間中学の教育だからです。現役の先生方の中にも，教科を教
えるための日本語教育っていう考え方が根強いんだけど，そうじゃない。人間
形成のための日本語教育，夜間中学の教育，さっき話した基礎教育なんですね。

（Ｆ元教諭）

Ｆ元教諭は，長年，公立中学校である夜間中学で外国人に日本語を教えることについ
ての理解がなかなか得られないことについて「とても残念である」とし，「夜間中学の
一番の問題」とも言う。そして，日本人と外国人を区別するのではなく，また，日本語
教育と教科教育を分けて考えず，基礎教育は誰にでも必要で，人間形成に欠かせないも
のであると述べた。また，最近夜間中学関係者から「基礎教育保障」ということばを聞
く機会が増えたとも話す。しかし，一般的にはまだ大半の夜間中学教師には認識されて
いないのではないかという。
「基礎教育」という概念が注目され始めたのは，1990年に開催された「万人のための

教育世界会議」からである。外務省（2019b）によれば，この時に採択された「万人の
ための教育世界宣言」の中で，基礎教育とは「人々が生きるために必要な知識・技能を
獲得するための教育活動」と定義され，具体的には就学前教育，初等教育，前期中等教
育及びノンフォーマル教育（成人教育，識字教育など）を含むものとされている。

Ｆ元教諭は，日本語教育が必要な生徒にとっての日本語は，教科のためのものでな
く，生徒が生きていくために必要な力の一つであり，教科学習のための日本語教育でな
く，日本語教育も含めて，それが「夜間中学の教育」であると述べる。筆者は，この語
りに共感し，この考え方が今後の夜間中学における日本語教育に示唆を与える重要なも
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のであると感じた。野山（2018）も「基礎教育を保障できるような社会やシステムを構
築し，充実していくためには，支えるための適切な人材の確保と維持が不可欠である」

（p.29）と述べており，日本語教育関係者はじめ，夜間中学に関わるすべての人々が「基
礎教育」に意識的になる必要があろう。

5 ． 4 　夜間中学における日本語教育の実態

本調査で明らかとなった「日本語能力が異なる生徒が混在するクラスの問題」「日本
語教育に関する研修の不足」について述べ，参与観察から日本語授業の問題点を指摘す
る。
「日本語能力が異なる生徒が混在するクラス」は，5.2で述べた「クラス編成」と重複

する部分であり，学校やクラスごとに状況が違う。学校の方針で日本人と日本語初級の
学習者を同じクラスに在籍させるケース（Ａ教諭）や， 1 学期に日本語レベルが同程
度の生徒で編成されたクラスで教科教育が行われていたところに， 2 学期になり日本語
レベルが低い生徒がクラスに編入してきて，それまで行ってきた教科教育のレベルが保
てなくなったケース（Ｃ教諭），生徒の在籍年数によって進級させるため，日本語能力
が教科教育を受けるレベルに達していない生徒が普通学級に在籍するケース（Ｈさん），
随時入学を許可している夜間中学では，ある程度日本語の学習が進んだところに日本語
が全くできない生徒が入学してくるケース（Ｅ教諭）が語られた。日本語学級にも普通
学級にも「日本語能力が異なる生徒が混在するクラス」が存在することが確認された。

夜間中学では，生徒の募集を随時行っているところが多く，教師数と教室数に限りが
あるため，日本語学級がある夜間中学では日本語を半年から 1 年学習すると，生徒を普
通学級に進級させ，日本語学級がない夜間中学では，日本語の補習を少なくする。その
ため，上述のようなクラスが存在することになるのだが，日本語教育が必要ない生徒に
とっても，日本語教育が必要な生徒にとっても，実りの少ない学習時間となる可能性が
高い。

そもそも，日本語学級で日本語が学べる期間が半年から 1 年では短すぎる。BICS（生
活言語能力）は半年から 1 年程度で習得できるが，CALP（学習言語能力）習得には 2
年から 5 年かかるとされる。夜間中学では，日本語能力的には初級の域を出ない生徒
が中学校の国語や社会，理科，英語などの教科学習を行うのである。普通学級でも「国
語」の時間に初級日本語文法などの復習を行うが，それだけの日本語学習では，教科学
習に十分ついていくことはできない。教科学習が確実に行えるだけの学習言語能力を身
につけるための十分な学習時間の確保は，夜間中学のクラス内の授業のみでは不可能で
あろう。そして，夜間中学で学習言語能力を身につけなければ，高等学校に進学した際
に更に困難な状況に陥ることになる。張・山下（2018）によると，日本語教育が必要な
公立高校生の昨年度の高校中退率が，全国の公立高校生の中退率の 7 倍であったという。
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このような状況を作らないためには，日本語学級での日本語教育の充実はもちろん，普
通学級に進んでからも日本語教育のサポートが必須であるという認識を夜間中学教師や
日本語教育関係者が持つことが重要であろう。

次に「日本語教育に関する研修の不足」について述べる。日本語教育に関する研修が
ほとんど行われていないことは，宮崎（2006）でも述べられているが，本調査では，具
体的な研修の内容や研修への参加頻度が明らかとなった。

夜間中学教師は，ほとんどが昼間部から夜間中学に異動する。本調査の協力者は，ほ
ぼ全員が夜間中学を希望して異動しているため，自身が日本語教育を担当することにな
ることは，異動前に認識していた。しかし，日本語教育について学ぶのは異動後からで
あるという。学ぶ場は，「班会」や教職員研修，不定期に行われる日本語教育関係者に
よる講演会であるが，ほとんどの教師が「独学」である。
「班会」とは，東京都の夜間中学教師が組織する勉強会で，月に 1 回程度，教科ごと

に開催される。例えば，「数学班会」「社会班会」，音楽・家庭・体育などは「実技班会」
である。その中に「日本語班会」がある。日本語教育担当教師は，「教科班」と「日本
語班」のどちらに出席してもよい。この「班会」への参加は強制ではなく，ほとんど出
席しない教師も存在するという。そして，今回の調査協力者は「日本語班会」ではなく

「教科班会」に出席していると述べ，日本語教育研修を受ける機会をほとんど持ってい
ないことが明らかとなった。

一方で，文部科学省は，昨年より夜間中学の日本語教育に関する研修を行っている。
「夜間中学における日本語指導研修会」と題し，東京と大阪で開催されている。昨年の
研修には筆者も参加した。日本語教育の専門家の講演と，夜間中学の日本語教育担当者
の情報交換，代表教師による実践報告が行われ，文部科学省担当者からは，今後も定期
的に開催することを目指す旨の発言もあった。文部科学省主催でこのような研修が行
われること自体は画期的である。しかし，この研修は1年間に東京と大阪各1回の開催で，
参加者は各校から 1 名のみである。決して十分であるとは言えない状況にあり，今後の
充実が望まれる。

夜間中学教師は，教科担当教師としての自己成長は望みながら，日本語教育担当とし
ての成長は目指していないのではないか。それは，本節で述べた研修会参加への消極的
な姿勢や，5.3で述べた日本語教育に対する認識から感じることである。しかし，今後
の夜間中学における日本語教育の重要性を考えると，夜間中学教師には，もっと日本語
教育に関して意識的になってもらう必要があるだろう。そのためには，上述の文部科学
省主催の研修会のような国や自治体が主体となって行う研修会や，日本語教育関係者の
協力のもと，定期的な研修会の開催が必要になるのではないだろうか。

最後に参与観察から見えてきた日本語授業の問題点について指摘する。
まず，日本語指導時に媒介語に頼る傾向が強いことである。夜間中学には自治体から
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派遣された通訳者がほぼ毎日来校する。彼らに求められている仕事で一番重要なのは，
生活指導や進路指導を行う際の通訳だが，日本語指導時に教室に入って教師のサポート
も行う。参与観察を行ったＬ校においては，中国語，または英語の通訳者のどちらかが
来校し，日本語授業のサポートをしていた。通訳者はすべての時間にサポートに入るわ
けではないし，教室にはたいてい 2 種類以上の母語の生徒が在籍しているので，通訳者
は万能ではないが，通訳者に授業の通訳を求める教師が複数見受けられた。その教師か
らは，「自分が生徒の母語ができれば，授業がもっとうまくいく」という趣旨の発言も
あり，これは，日本語指導に対する自信のなさから来るものだと思われる。

授業の形式としては，教師主導型で教科書に忠実に行われる授業が多い。生徒の実際
の日本語使用場面を想定した練習は行われず，生徒同士のコミュニケーション活動もほ
とんど見られない。常に教師対生徒の図式のもとで授業が行われる。

日本語教育の教室における教師の役割とはなんだろうか。
細川（2007）は，「日本語教育は，人間と人間が関係を取り結ぶコミュニケーション

環境を設計（デザイン）することである」（p.79）と述べ，細川（2017）は，「ことばの
教育とは『言語を教える』ことではなく，『ことばによって活動する』場をつくること
となろう」（p.208）と述べる。

また，石井（2010）は，教室において対話が大切であることについて，次のように述
べる。

対話によってお互いの人となりに触れ，人間関係が作られていく。対話の場
とは，参加者自身の持つ内容・メッセージを伝え合う活動を通して，日本語コ
ミュニケーション能力を向上させ，人間関係を作る場である。対話が十分に成
立するには，参加者にとって有意義な内容とそれを共有する必然性があること
が重要である。（p.32）

以上のことから，教師には，「コミュニケーション環境」（細川 2007）を作ったり，
生徒にとって「有意義な内容」（石井 2010）のコミュニケーション・対話が生まれるよ
うな場を作ったりすることが求められていると筆者は考える。しかし，今の夜間中学の
現場では，そのような場を作ることを意識している教師は少ないと思われる。

日本語教室での教師の役割は日々の授業の振り返りや研修などで検討されるべきこと
である。本調査において，「以前は教師同士が日本語の授業を見学し合い，授業の振り
返りをして質の向上を図っていた」との語りが得られたが，現在授業見学が行われてい
ると述べた教師はいなかった。研修や日々の振り返りの不足がこのような形で表れてい
るのではないだろうか。ここにも，教師の日本語教育に対する意識の影響が見られる。
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6 ．結論

本研究により，以下のことが明らかとなった。夜間中学教師は，中学校昼間部の教
育に疑問を持って夜間中学に異動し，夜間中学に教育の原点を見出している。そして，
様々な理由で義務教育を受けられなかった生徒に対して，夜間中学が人生を切り開く
きっかけとなることを望み，生徒の力になることを使命と感じている。もう一つの使命
として，夜間中学の存在を夜間中学を必要としている人々に知らせることが挙げられた。
夜間中学の知名度の低さは，夜間中学が直面している生徒数減少問題の原因の一つにも
数えられており，夜間中学の存在の周知は，今後国や自治体などが主導して取り組む必
要がある。

生徒一人ひとりのニーズに合わせた教育を行ってきた夜間中学に，ここ数年「昼間
化」という現象が現れており，夜間中学に求められている法律や規則にとらわれない自
由な教育，生徒のニーズや能力に応じたフレキシブルな教育が行われなくなる傾向が見
え始めている。これは，生徒数減少の問題の原因の一つとも考えられ，多様な生徒を排
除し，生徒の画一化を図るものである。更に，夜間中学における日本語教育の重要性に
対する無理解にもつながるものと思われる。多様な生徒の受け入れそのものの問題もあ
る。夜間中学内だけでは対処しきれない事象も起きており，外部，特に福祉関係者との
連携が急務である。
「義務教育機会確保法」成立により，夜間中学で日本語教育が行われることが法的に

認められたが，教師はその必然性について疑問を持っている。教科教育の準備として日
本語教育を行うことを肯定してはいるが，本来，日本語教育は他の教育機関で行うべき
だと考えている教師が少なくない。この意識が根底にあることが一因となり，夜間中学
教師は，日本語教育を行うことに対して自分は「非専門家」であると認識している。そ
の一方，夜間中学で行う日本語教育を「基礎教育」と捉える考え方が出てきた。この考
え方は，今後の夜間中学における日本教育に大きな示唆を与えるものであろう。

夜間中学には，1つのクラスに日本語能力が異なる生徒が混在しているという問題も
ある。教師数や教室数の不足に原因がある場合が多いが，これでは，生徒が本来受ける
べき教育レベルが保障されない可能性が高い。生徒が質の高い教育が受けられる環境を
整えることが必要である。そして，日本語教育そのものの質の向上も必須である。日本
語学級では，指導時に媒介語に頼る傾向がある。授業は教師主導型で，生徒同士のコ
ミュニケーション活動がほとんど見られず，生徒が自分自身について自分のことばで話
す機会がない授業も散見される。教師間の力量の差も明らかで，教師研修の必要性を感
じる。教師研修は行われていないわけではないが，十分とは言えない。このことは先
行研究（宮崎 2006）でも指摘されており，未だ改善されていないことがわかる。現在，
唯一の定期的な日本語教育に関する勉強会である「日本語班会」にも教師はあまり積極
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的に参加していない。自身の専門である「教科班会」への出席を優先しているからであ
る。日本語教育がすべてにおいて「二の次」となっているという印象はぬぐえない。

2019年 1 月，政府は夜間中学を全都道府県に設置することを目指す方針を決めたが，
これは，外国人労働者が家族を帯同してきた場合を想定し，夜間中学への入学を希望
する外国人の増加を見込んでのことである（読売新聞 2019）。そうなれば，夜間中学で
はこれまで以上に日本語教育を行うことが求められる。本調査において，夜間中学およ
び夜間中学における日本語教育の現状と問題が明らかとなったが，夜間中学が質の高い
日本語教育を行うためには，夜間中学における日本語教育の問題だけでなく，夜間中学
そのものの問題を解決する必要がある。現在の夜間中学は閉鎖的な印象が強いが，今後
は外部の協力を仰ぐことが必要になろう。先に指摘した福祉関係者や日本語教育関係者
などと連携し，夜間中学および夜間中学における日本語教育の環境の整備と質の向上を
積極的に図るべきである。日本語教育関係者はそれに十分貢献し得ると考える。そして，
日本語教育関係者が十分に貢献するためには，本調査で明らかになったような現状と問
題を把握するなど，他の教育機関とは異なる環境にある夜間中学を理解することが重要
であろう。

7 ．今後の課題

本研究において，夜間中学と夜間中学における日本語教育の現状と課題を明らかにし，
夜間中学が外部との連携を積極的に図ることを主張した。今後は，日本語教育関係者が
具体的にどのように夜間中学の日本語教育に貢献できるか，日本語教育関係者の役割に
ついて探ることを課題としたい。また，今回は東京都夜間中学とその教師などに関する
研究であったが，夜間中学の状況は地方や自治体によって異なりがあるため，他の自治
体の夜間中学についても調査・研究を行う必要があると考える。
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